
令和３年度第５回理事会議案書 

日   時   令和３年９月２４日（金）午後７時００分より 

場   所   あさぶ商店街事務所 

出 席 理 事    理事長  稲川正勝 

副理事長 佐藤典子 

副理事長 劔物 忍 

専務理事 木村 弘 

理  事 内平純一 

理  事 井上尚謙 

理  事 生嶋宏治 

 

欠 席 理 事  理  事 柏崎辰徳（委任状提出） 

 

 

事 務 局 奈良  正彦 

  

会 議 次 第  １、開  会： 

２、挨  拶：理事長 

 

議 題  １、組合状況 

２、第三者委員会進捗状況 

３、北海道地域商業ウイズコロナ対策支援事業への応募の件 

４、10月 1日よりの最低賃金改定に伴う従業員給与の引き上げ 

５、その他 

 

   ＊【説】印は説明予定者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亜麻の花咲く手づくりの街 

麻 生 商 店 街 振 興 組 合 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題１．組合・組合員状況 

 Ⅰ．報 告 事 項 

（１） 組合員 

○ 組合員数：８６件＊９月１０日現在 

○ 入 会 ： あらまほし(児童デイサービス 楽居館練成会跡) 9月 6日加入 

○ 退 会 ： 

（２）会議、会合 

 

 （３）駐車場事業 

○駐車場看板問い合わせ １件 

○ 

 

（４）商店街街区新規開店、閉店 

○新規開店： ヤオハチ札幌麻生店（北 39 西 5 旧ローソン）9 月 1 日開店 

    ラクラス麻生（ﾏｯｻｰｼﾞ 北 40西 5プレジデントハイム 502） 

○閉 店 ：  

 ＊開店、閉店など、情報提供をお願いいたします。 

 

Ⅱ．社会貢献事業（対象事業は、防犯カメラ、災害備品倉庫その他） 

〇防犯カメラ 9月 13日五叉路デブパン前（交通事故） 

○キリンビバレッジより、災害時の自販機開放について、設置場所は屋内であ

ること、自販機の大きさなどの条件があり、現状では無理、との回答あり。

なお、災害時の水については、キリンの方で用意できるとのこと、２ℓ6本入

り 10箱、費用はキリン持ちでいかがか、との申し出あり。 

 

Ⅲ．地域活性事業（対象事業は、パークゴルフ、ボウリング、三世代、あさぶ夏祭り、亜麻そば会食、亜麻

そば乾麺、おすそわけ、あさぶー、おてらくご、あさぶらっと、その他） 

〇亜麻そば会食 中止 

 

Ⅳ．情報発信事業（対象事業は、ホームページ作成、五叉路その他） 

〇ホームページは順次更新。 

〇五叉路第２２８号（１０月発行）別紙参照 

 

Ⅴ．環境整備事業（対象事業は、駐車場、看板、古紙回収、まちの灯り、花いっぱい、亜麻栽培その他） 

 ○駐車場看板は 8月 26日に工事終了 

 ○管理棟賃貸契約につき、あさぶ商事より提案、別紙記載 

 

Ⅵ．街区振興事業（対象事業は、りあん、市商連他の補助事業その他） 

〇北海道地域商業ウイズコロナ対策支援事業 マスク、消毒液などの購入につき議題３

にて提案 



Ⅶ．女 性 部（対象事業は、全般） 

○第 2回女性部わいわい会議議事録 参照 

 

Ⅷ．その他（その他） 

 

議題２、第三者委員会進捗状況 

○9月 7日付連絡 

「再度質問させていただくこともあるかもしれませんが、これまでいただいたご回答や資料を基

に委員会で検討事項を洗い出しつつ、提言内容に着手していきたいと思います。」 

 

議題３、北海道地域商業ウイズコロナ対策支援事業への応募の件 

○９月６日付にて道振連より「北海道地域商業ウイズコロナ対策支援事業」の案内がされた。組合

店からマスク、消毒液の再度の配布の要望もあり、これに応募してはどうか。 

内容は、昨年度の札幌市の感染防止対策支援事業とほぼ同じであり、補助限度額は 100 万円とな

っている。マスク２箱、消毒液５ℓ１本、非接触型検温計１本を考えており、予算は補助金８６万

円ほど、商店街負担は 286,000 円ほど+消費税で、402,000 円ほどとなる見込み。交付決定後に

組合員に案内を回し、受け取りに来てもらう方法を基本としたい。 

発注先は、消毒液をイチミヤ薬局、マスクをポプラ薬局、検温計を通信販売（AMAZON）ではい

かがか。見積もりを取ったのちに申請したい。 

 

（１）感染拡大防止・販売促進支援事業 

  ・感染予防 ： マスク、消毒液、体温計、清掃器具等の消耗品の購入 等 

  ・販売促進 ： 販促チラシ・ポスター作成、感染対策を万全にしたイベント開催に係る経費 

（２）・補 助 率：３／４以内 

 ・補助上限：１団体当たり 100 万円 

 ・事業実施期間：令和３年（2021 年）７月１日（木）～令和４年（2022 年）１月 31 日（月） 

（３）令和 3年（2021年）9月 15日（水）～10月 29日（金） ※（総合）振興局必着 

  ※先着順です。予算上限に達し次第、募集期間内でも受付を終了します。 

（４）申請など、別紙参照 

 

議題４、10月 1日よりの最低賃金改定に伴う従業員給与の引き上げ 

○10月より北海道最低賃金が 889円に改定される。 

 佐藤比呂子氏、松山氏の時給は現在 870円であるので 900円に引き上げる。 

 

議題５、その他 

○あさぶ商事より月額料金の契約改定につき提案。 

・月額料金を 20,000円（消費税込み）とする。 

・管理棟含め、駐車場内清掃、災害備品倉庫管理、資源回収ボックス管理、商店街倉庫

管理、駐車場看板下花壇整備、冬期の簡易除雪作業などの管理業務を見直し、これを

委託する。委託料は無償とする。 

・現在の契約を改定し上記業務を明示するか、覚書きとして付記するか、別に定めるか。 

 

○あさぶ協議会だより 9 月号に福田仏壇店の記事が掲載され、4 月号のあさぶ商事に続



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

とまんと － － － － － － － 0

その他 33 27 66 50 176

件数 4 3 4 2 3 16

人数 29 4 20 6 14 73

件数 4 4 3 3 3 17

人数 19 11 11 13 4 58

水曜 10 3 7 9 － 29

土曜 20 11 9 13 － 53

スタッフ 40 17 31 24 － 112

子ども 45 83 84 40 70 322

大人 18 33 37 16 32 136
ボランティ
ア

12 15 17 8 14 66

子ども 6 6 13 12 18 55

若者 0 0 0 0 0 0
ボランティ
ア

1 1 1 11 13 27

子ども ― ― 21 68 42 131

大人 ― ― 15 22 18 55

金額 0

人数 0

商店街
委託事

業

りあん
事　業

こども食堂

こども・若者の居

場所

駄菓子屋

寄付金

まちの教室など

　2021年度　麻生キッチンりあん月次報告

来客・集客数・寄付金額

日替わりシェフ

学習支援

レンタルスペース

いて組合店の掲載となった。 

○児童会館より、10 月 30 日（土）に予定の「ハロウィン謎解きあさぶ歩き」のイベン

トに協力を要請されている。 

あさぶ商店街 3～4店ほどを回る 

謎解きをしながら周る 

正解したらお店からキーワードがもらえる 

*お菓子などの直接の手渡しはしない 

候補店は前回同様、福田仏壇店、エイブル、中央整骨院、ほかにチャンドニー 

 

○りあん経営状況（2021年 9月 15日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期合計 半期予算

¥71,600 ¥92,900 ¥120,000 ¥112,750 ¥89,300 ¥10,950 ¥497,500

日替わりシェフ ¥15,000 ¥5,000 ¥15,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥10,000 ¥70,000

講座等参加費 ¥100 ¥400 ¥300 ¥150 ¥400 ¥50 ¥1,400

レンタル場所 ¥56,000 ¥82,000 ¥101,200 ¥102,100 ¥66,400 ¥900 ¥408,600

レンタル棚 ¥500 ¥5,500 ¥3,500 ¥500 ¥7,500 ¥0 ¥17,500

¥259,563 ¥240,723 ¥243,276 ¥238,872 ¥256,042 ¥216,820 ¥1,455,296 ¥1,300,000

賃借料 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥900,000 ¥900,000

通信費 ¥15,051 ¥7,880 ¥15,130 ¥7,883 ¥15,078 ¥0 ¥61,022

電気 ¥0 ¥13,988 ¥15,231 ¥11,914 ¥14,589 ¥0 ¥55,722

水道 ¥6,820 ¥6,820 ¥6,820 ¥20,460

ガス ¥2,200 ¥2,035 ¥2,915 ¥2,255 ¥1,375 ¥0 ¥10,780

灯油 ¥32,312 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥32,312

委託費 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥300,000 ¥300,000

雑費 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥15,000 ¥0 ¥15,000

清掃委託費 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥60,000

収入

支出

¥75,000

¥25,000

¥600,000



次回理事会予定   １０月２８日(木曜日) 19時～ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日替わりオーナー出店者

mac'scurry

麻くらす

日替わりシェフ

４月 １０月

５月 １１月

６月 １２月

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

まちの教室

４月 １０月

５月 １１月

６月 １２月

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

レンタルスペース

４月 １０月

５月 １１月

６月 １２月

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

プルミエール・アートクレイ・パステ

ル・モンステラ・心の相談室

ネオボラ・介護者・ゆるまる会

店名 店名

リトミック・ネウボラ・アロ

ネウボラ・アロマ・介護者　　　　　

ネウボラ・アロマ・介護者

プルミエール・アートクレイ・パステ

ル・レジン・ステンドグラス

プルミエール・アートクレイ・パステ

ル・クレイファンデーション・心の相

プルミエール・アートクレイ・アイ

シャドゥ・心の相談室・タロット＆オ

プルミエール・アートクレイ・心の相

談室・パステル

店名 店名

リトミック・ネウボラ・アロ

mac'scurry・麻くらす

mac'scurry・麻くらす・３時の

mac'scurry・麻くらす

店名

mac's curry・３じのおちゃにき

mac's curry・3じのおちゃにきて

レンタルスペース利用者 まちの教室講座など 8月の学習支援は、全日程オンライ対応だったた

めりあんは未使用。8月2日からコロナまん延防止

27日から緊急事態宣言。ネウボラ・ゆるまる会中

止。Mac’ｓcurryワンコイン、ドライカレー店内

飲食も満席で２回転テイクアウトと約50食出る。

夏休み企画はチラシ配布後すぐに定員数達する。

（レジン一番人気）コロナ対策で各５名でしたが

低学年生を1人で教えるのでちょうど目が行き届

く内容でした。

プルミエール 介護のつどい

アートクレイシルバー ネウボラ

レジン（夏休み企画） ゆるまる会

パステル（夏休み企画）

ステンドグラス（夏休み企画）



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道地域商業ウイズコロナ対策支援事業 

 

 

経済第 1 号様式 

令和３年度  補助金等交付申請書 

2021 年 9 月 27 日   

 （総合）振興局長 様 

申請者 住 所 札幌市北区麻生町 6 丁目 14 番 6 号 

高橋ビル 3 階 

      氏 名 麻生商店街振興組合 
         理事長 稲川正勝  ◯印   

 事業（事務）名 地域商業ウィズコロナ対策支援事業費補助事業   

  上記の事業（事務）に関し補助金等の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

記 

 １ 事業（事務）の目的及びその概要 

 コロナウイルス感染防止対策として、組合員を対象にマスク、消毒液、非接触型体温計を購入

し配布する。麻生地区にて配布しているコミュニティー紙「麻生協議会だより（五叉路）」にて

商店街全体としてコロナウイルス感染拡大防止に取り組んでいることを広く告知していく。 

 ２ 事業（事務）の着手及び完了の予定期日 

     着 手      ２０２１年１１月１日 

     完 了      ２０２２年１月３１日 

 ３ 補助金等交付申請額   金 1,000,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経済第 2 号様式 

事 業 計 画 （実 績） 書 

設立年月日 1974 年 5 月 2 日 

申請者の営      

む主な事業 
麻生地区の商業者を構成員とする商店街振興組合の運営 

補助事業等の

内 容 

 組合員を対象として、コロナウイルス感染拡大防止のため、マス
ク、消毒液、非接触型体温計などを配布し、感染拡大を防止すると
ともに、商店街全体での感染防止対策に取り組んでいることを広く
告知し、消費喚起につなげる。組合員は 85 件であり、計画ではそれ
ぞれにマスク 50 枚入り 2 箱、アルコール５L 入りボトル１本、非
接触型体温計 1 本を配布する。現在組合員店舗のうち酒類提供の飲
食店は 24 件ほどあるが、そのほか不動産関係や理美容室などの対
面接客型店舗が 19 店舗あり、そのほかの金融医療関係の店舗でも
対面接客型の店舗がある。これらの店舗に対し感染防止対策を徹底
してもらい、安心して接客できる体制をとってもらうとともに来客
者増を図る。現在緊急事態宣言下にあり、酒類提供の店舗は大方休
業しており、配布に際しては 2022 年 1 月 31 日までと長めの周知期
間を設定し実施していく。 
 また、商店街全体での感染防止対策の取り組みとして麻生地区に
配布される「麻生協議会だより（五叉路）」に掲載し広く告知宣伝す
る。なお、「麻生協議会だより（五叉路）」は、毎月 13,800 部発行さ
れているが、掲載費は別途かからない。 

補助事業等の

実施により見

込まれる効果

（補助事業等

の成果） 

 商店街全体での感染拡大防止措置をとっている地域であり、安心
して日々の買い物や飲食店の利用を促すことができ、商店街街区で
の消費回復につなげることができる。現在札幌市は北海道の緊急事
態宣言下にあり、酒類提供店舗への休業要請や大型ショッピングセ
ンターなどで営業時間の繰り上げなどの措置が取られ、人流の制限
による感染拡大防止が図られているが、これに伴う消費者の購買意
欲の低下が著しい。およそ 2 年間にわたるこのような状態は人命重
視の面では致し方ないが、一律の休業要請や時短営業の要請は経済
活動の原動力を制限することになる。これを回避し商店街区のにぎ
わいを取り戻すには徹底的な感染防止対策と情報提供及び啓発活動
が必要である。コロナウイルスの感染状況が先を見通せない状況に
あっては、できるだけの対策を講じることで感染の拡大を封じ込め
住民、来街者の安心感を得ることが商店街の活性化へとつながる。 

備 考  

注 １ 補助事業等の内容は、詳細に記載すること。 

２ 補助金等の交付を受けようとする者が法人以外の団体の場合にあっては、その運営の状況を「備

考」欄に記載すること。 

３ 事業主体が地方公共団体であるときは、「設立年月日」及び「申請者の営む主な事業」欄は削除

して使用すること。 

   ４ 「補助事業等の実施により見込まれる効果（補助事業等の成果）」欄には、交付申請においては

補助事業等の実施により見込まれる具体的な効果を、実績報告においては補助事業等の実施によ

り得られた具体的な成果を記載すること。 

 



経済第 10 号様式 

経 費 の 配 分 調 書  

区 分 
補助事業
等に要す
る経費 

負  担  区  分 

備 考 
道費補助
(申請)額 

自 己 
負 担 額 

道費補助
金以外の
補助金等 
の額 

寄 附 金 そ の 他 

 円 円 円 円 円 円  

消 耗 品
費 

850,000 637,500 212,500 0 0 0 
非接触型体
温計 85 本 

消 耗 品
費 

119,000 89,250 29,750 0 0 0 
不織布マス
ク 170 箱 

消 耗 品
費 

178,500 133,875 44,625 0 0 0 
高濃度エタ
ノール 5ℓ入
り 

        

        

        

        

        

計 1,147,500 860,625 286,875 0 0 0  

注 １ 「区分」欄には、経費名又は細分された事業（事務）名を記載すること。 

２ 「負担区分」欄中「その他」の欄には、当該補助事業等に要する経費を支弁するための財源とし

て、「道費補助（申請）額」欄、「自己負担額」欄、「道費補助金以外の補助金等」欄又は「寄附金」

欄に記載すべき収入金以外の収入金があるときは、その額を記載し、かつ、その収入金の内容を

「備考」欄に記載すること。 

３ 「備考」欄には、必要に応じ積算の基礎その他必要な事項を記載すること。 

４ 「負担区分」欄を「道費補助（申請）額、自己負担額、道費補助金以外の補助金等、寄附金、そ

の他」以外に細分する必要がある場合は、適宜欄を追加して使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★駐車場管理棟契約について 

＜現在の契約書＞ 

賃貸借契約書 

 

賃貸人（以下「甲」という。） 氏名 麻生商店街振興組合 

 

賃借人（以下「乙」という。） 氏名 合同会社あさぶ商事 代表 木村 弘 

 

甲乙間において次のとおり、あさぶ商店街振興組合所有の駐車場管理棟（所在地 札幌市北区麻生町 5 丁

目 7 番地所在）の賃貸借（以下「本物件」という。）に関する契約を締結した。 

 

 

第１条（使用目的） 本物件を乙の事業実施の目的で使用するものとし、甲の承認がなければ乙は他の用

途に使用してはならない。 

第２条（契約期間） 本契約の期間は、平成 29 年１月１日より平成 29 年 12 月 31 日までとする。 

なお、本契約期間満了時において、契約を継続しない場合は、相手方に対し、本契約期間満了の１ヶ月

前までに通知するものとする。 

本通知がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で１年間更新されるものとし、その後も同様

とする。 

第３条（賃料・共益費） 賃料は月額金１０，０００円也とする。乙は毎月末までに翌月分を甲の指定す

る方法で支払うものとし、支払いにかかる費用は乙の負担とする。 

第４条（保証金） 保証金については、これを設定しないものとする。 

第５条（賃料の改定） 

(1) 本物件の維持管理にかかる経費の増加及び物価の変動等、その他諸般の経済情勢に則して、甲は賃料

を改定できる。 

(2) 前項の変更は甲から乙に通知することによって効力を生ずる。 

第６条（諸料金） 電気・灯油等の料金については乙の負担とし、賃料とは別に支払うものとする。 

第７条（通知義務） 乙は次の各号の一つに該当する場合は、甲に申し出る。 

(1) 乙及び同居人全員が、引き続き 30 日以上本物件を留守にするとき。 

(2)上記物件の損傷、または毀損したとき。 

(3)上記物件の備え付け什器備品の設置場所を変更しようとするとき。 

第８条（その他の禁止事項） 乙は、甲の書面による承諾を得ずに次の行為をしてはならない。 

(1) 使用目的の変更。 

(2) 本物件の原状を変更する一切の行為。 

(3) 本物件の転貸及び賃借権の譲渡。 

(6) その他、甲において禁止した事項。 

第９条（賃借人の注意義務及び損害賠償等） 

(1) 乙は本物件について、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

(2) 乙及び同居人またはその訪問者が、その者の責に帰すべき事由により、本物品または、その物品に関

わる設備等を損傷等したとき、並びに、他の賃借人もしくは第三者に損害を与えた場合、乙は,その損

害に応じて直ちにこれを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。 

第 10 条（清掃及び修繕義務） 本物件の耐久性等は、適正な使用及び保守等の如何にかかわる為、本物件

を使用するにあたって、特に次の義務を課する。 

(1) 水回り部分の故障や腐食原因の多くに次の清掃不良等が目立つ。よって、物件の清掃等を行うと共に、

居室の換気も十分行い結露防止に努める。 

(2) 前項等に起因する故障等、並びに破損等にかかる修繕費は、乙の負担とする。 

第 11 条（免責） 甲は、地震・火災・水害等のほか、建物の諸設備の故障や工作物の為に生じた損害及び



敷地内において生じた第三者による損害など、一切の責めを負わない。 

第 12 条（立入点検協力義務）  甲及び甲の使用人もしくは甲の指定する者は、本物件の保全及び修繕等、

または防犯、防火、救護、その他必要がある場合には、これに立ち入り必要な措置を講ずることができ

る。但し緊急の場合を除き、原則として事前に乙の了解を得るものとする。 

第 13 条（解約の予告） 乙が本契約を解約する場合は、１ヶ月前にこの旨を甲に、書面により通知しなけ

ればならない。ただし、乙は予告にかえて１ヶ月分の賃料相当額を支払い即時解約できる。甲が本契約

を解約する場合は、書面により１ヶ月前に乙に通知するものとする。 

第 14 条（契約の消滅） 本物件が朽廃もしくは天災事変・水火災等によって損壊した場合、または公共事

業の施工等により使用不能となった場合は、本契約は自然に消滅するものとする。 

第 1５条（契約の解除） 乙が次の各項の一つに該当するとき、甲は即時本契約を解除することができる。 

(1) 賃料等を３ヶ月以上滞納したとき。 

(2) 故意または過失により、本物品またはその物品にかかわる設備等を損傷・毀損したとき。またはその

恐れがある場合。 

(3) 強制執行等の他、刑事事件に関わるなどで信用をなくす行為をしたとき。 

(4) その他本契約に違反したとき。 

第 16 条（管轄裁判所） 本契約から生ずる権利義務について紛争を生じたときの裁判所は、札幌地方裁判

所とすることに合意する。 

第 17 条（規定外事項） この契約書に定めのない事項については、関係法規、一般的な賃貸借契約及び慣

習等に従い誠意を持って協議解決する。 

 

上記の通り契約が成立したので、本契約書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各１通を所持する。 

 

    平成 28 年 12 月 31 日 

 

      札幌市北区麻生町 6 丁目 14 番 6 号  

高橋ビル ３階 

   甲  麻生商店街振興組合 

理事長 稲 川 正 勝  印 

 

 

      札幌市北区麻生町５丁目 7 番 5 号 

コーポ稲川 

   乙  合同会社あさぶ商事 

代 表 木村 弘  印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


